
 

 

 

 

 

 
ドイツの株式市場と税制  



１９９０年代の後半、株価は総じて右肩上がりで推移

・アメリカの株価との連動性
　　株式投資の対象の多くは外国株（１９９９年：７７％）

・規制緩和や市場整備、金融制度改革の実施
　　ドイツテレコムの株式公開

　　ノイアマルクト（新興成長企業向け市場）の創設等

           (注） １９９０年代には証券関係税制の大きな改正は行われていない

　　　　（ドイツの所得税の考え方）

・経常的に発生する収益 所得と捉える
・他の主要国とは異なり制限的所得概念に基づく

・一時的に発生する収益 所得と捉えない ・株式投資を政策的に優遇するものではない

（投機売買（保有期間１年以下の株式売買）等の譲渡益は課税）

ドイツの株式市場と税制 （未定稿）

ドイツの株式市場の動向

伝統的に株式、土地等の譲渡益は原則非課税

ドイツの株式譲渡益課税



ド イ ツ の 株 価 指 数 の 推 移
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上場企業数（1999年）
　　　　　　　　　　　日本　　　　 　ドイツ
　国内企業　　　1892社　　 　　 933社
　外国企業　　　　 43社　　　   7682社

日経平均株価

日経平均
  　(円）

50,000

0

日経平均株価

10,000

20,000

30,000

40,000

（注） 指数の値は月末の終値。





個人の株式残高及び金融資産に占める割合

残高 割合 残高 割合 残高 割合 残高 割合

日　　本 44,990 8.4% 124,154 13.8% 66,448 5.5% 91,982 6.4%

アメリカ 13,436 15.6% 22,051 16.2% 30,474 15.9% 85,425 24.2%

ド イ ツ 367 1.9% 777 2.9% 3,337 6.8% 8,957 12.7%

(備考）日本銀行「国際比較統計」より作成

　　　２．ドイツについては、1984年末及び1989年末は旧西ドイツベースの計数である。
　　　３．単位は日本：十億円、アメリカ：億ドル、ドイツ：億マルクである。

1999年末

(注)　１．統計の見直しにより1989年末以前の計数と1994年末以降の計数は不連続である（1994年末の日本の
　　　　　計数は年度末のものである。）。

1984年末 1989年末 1994年末





主要国における個人所得課税（キャピタルゲイン関係）の主な改正等 

日  本 アメリカ イギリス ドイツ フランス 

明治20年（1887） 

○所得税の創設 

 

 

昭和25年（1950） 

○シャウプ税制による包括

的所得概念の導入（キャピ

タルゲインも課税） 

 

昭和26年～30年代（1951～） 

○シャウプ所得税制の再構

築 

・有価証券譲渡益の原則非課

税化（28年） 

 

昭和62・63年（1987･88年） 

○抜本的税制改革 

・株式等譲渡益の原則課税化 

（元年） 

1913年 

○個人所得税を再導入 

・包括的所得概念（キャピ

タルゲインも課税） 

 

 

 

 

 

 

1842年 

○所得税を再導入 

・制限的所得概念（キャピタ

ルゲインは非課税） 

 

 

 

 

 

1962年 

○短期キャピタルゲイン課

税の導入 

1965年 

○キャピタルゲイン税創設

（長期キャピタルゲインも    

課税対象に） 

 

1920年 

○連邦所得税の導入 

・包括的所得概念（キャピタ

ルゲインも課税） 

1925年 

○連邦所得税の大幅見直し 

・現在の個人所得税の原型 

・制限的所得概念（キャピタ

ルゲインは原則非課税） 

1914～1917年 

○個人所得課税導入 

・制限的所得概念（キャピタ

ルゲインは非課税） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1976年～78年 

○キャピタルゲインも原則

課税 

 

未 定 稿 



ドイツ 2000 年税制改正 

○ 改正の目的 ― ドイツ企業の国際競争力の改善、自己資本の増強、国内外からの投資促進 

 

 

 

         

個人事業・人的会社 

８４％ 

資本会社 １６％ 

○ 法人の株式譲渡益に対する課税 

（ドイツ企業の構成） 

（注）なお、配当所得に対する法人税と所得税の調整方法等については、2002 年１月より、インピュテーション方式が廃止され、

完全調整から部分調整に移行する予定（増収措置） 

（2002 年１月より） 

○ 資本会社が１年超保有する株式の譲渡益は

非課税。 ただし、株式譲渡損は損金不算入 

（現行制度）     

○ 資本会社が１年超保有する一定（10％超の持 

分割合）の外国株の譲渡益のみ非課税 
 

○ ドイツの企業の大宗 ⇒  人的会社（合名会社、合資会社） 

（個人所得税が課税） 




